
有・無

　遠軽町青少年会館条例施行規則第３条の規定により、次のとおり利用を申請します。

番　号

円円

許 可 条 件

円 円円

人 人

利用料等の内訳

利 用 料 超 過 料 暖 房 料 合 計

人 人 人

特 別 設 備

利用人数の内訳

小学生以下 中 学 生 高 校 生 一 般 合 計

     年 　　月 　　日　 　曜日まで 午前 ・ 午後 　　　時　 　　分まで

利 用 施 設 　１．和　室　　 　２．小会議室 　　　３．調理室　 　　４．体育室

利 用 備 品

利 用 区 分
　集　会　・　講演会　・　講習会 １.　営利を目的とする

　研修会　・　会  議　・　その他 ２.　営利を目的としない

利 用 日 時
     年 　　月 　　日 　　曜日から 午前 ・ 午後 　　　時 　　　分から

担　当

団 体 名

住 所

利  用  目  的
入  場  料
徴収の有無

青少年会館利用許可申請書
 　　　年　　　月　　　日

担　当

氏名(代表者)

連 絡 先

申請者

様式第１号（第３条関係） 事務局長 係　長

ＮＰＯ法人遠軽町スポーツ協会会長　様


